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（
経
済
産
業
委
員
会
）

石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五

六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
が
内
外
の
経
済
的
社
会
的
環
境
に
応
じ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
安
定
的
か

つ
適
切
な
供
給
の
確
保
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
係
る
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
を
図
る
上
で
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
か

ん
が
み
、
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

１

法
律
の
題
名
を
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

２

定
義
の
見
直
し
と
促
進
の
対
象
の
変
更

「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
つ
い
て
定
義
す
る
と
と
も
に
、
開
発
及
び
導
入
の
促
進
の
対
象
を
「
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ

ー
」
か
ら
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
変
更
す
る
。

３

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
の
変
更
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開
発
及
び
導
入
の
促
進
の
対
象
を
「
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
か
ら
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
改
め
る
こ
と
に
伴
い
、

機
構
が
行
う
業
務
範
囲
の
う
ち
、
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
関
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
削
除
す
る
。

二
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
改
正

エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
保
険
の
対
象
の
う
ち
、
「
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
施
設
の
設
置
の
費
用
」
を
「
非
化
石
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
用
す
る
施
設
の
設
置
費
用
」
に
変
更
す
る
。

三
、
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
改
正

機
構
が
行
う
業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
「
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
関
す
る
も
の
を
「
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
関
す

る
も
の
に
変
更
す
る
と
と
も
に
、
可
燃
性
天
然
ガ
ス
及
び
石
炭
に
関
す
る
業
務
を
追
加
す
る
。

四
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。


